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ごあいさつ 

昭和32年に大内町と月灘村が合併し誕生した大月

町は、町政 70周年を迎えようとしています。その間、

時代は昭和・平成を経て、令和の時代となりました。 

合併当初14,000人規模の自治体であった本町の総

人口は、令和２年の国勢調査において、およそ 4,400

人となっており、人口の減少傾向が続いています。加

えて、高齢化による後継者不足は、第１次産業の衰退

や商工業の廃業など、本町の地域活力の衰退につな

がっています。 

我が国においては、少子化による人口減少や人口の東京圏への一極集中など

の課題を解消するため、地方創生法を創設し、国全体での取り組みを加速してい

るところであります。 

こうした状況の中、本町においても、「住みたい、住める、住んでよかった町

づくり」を目指し、あらゆる施策を講じてまいりましたが、若者世代の減少を伴

う人口問題の解消や第１次産業の振興につながる地域活性化には至っていない

ことから、今後も、町民の皆様とともに、これらの問題の解決に向けた取り組み

を進めていくことが重要と考えています。 

本計画は、このような課題の解決に向け、長期的、総合的観点にたって今後の

大月町政の進むべき方向性を明らかにしたものであり、本町の 10年後のあるべ

き将来像を見据え、すべての基礎となる「人づくり」や組織、団体、地域を活性

化させる「地域づくり」を目指す施策を中心に策定しました。 

そして、豊かな自然環境に恵まれ、ゆったりとした時間が流れる本町の特色あ

る地域資源を次世代に引き継いでいくため、各種施策を推進し、持続可能なまち

づくりを進めていきたいと考えております。 

 

町民と行政が一丸となり、本計画が滞りなく実施され、将来に希望が持てる

「未来へ繋ぐまちづくり」が実現されるよう、関係各位と連携しながら計画の遂

行に取り組んでまいります。 

本計画の将来像の実現に向けて、国・県をはじめとする関係機関のご支援と、

町民の皆様のご理解とご協力をお願いする次第であります。 

 

令和３年７月 

                      大月町長 岡 田 順 一 
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本町では、平成 23年３月に「第 次大月町総合振興計画」を策定し、「住みたい、住め

る、住んでよかった町づくり」を将来像として 、住民とともに様 な取り組みを 極

的に推進し、本町の と一体 の 成に向けて、住民生活の全 に たる くの施策

を 実に進めてきました。 

しかし、この間、 速に進行する人口減少と少子高齢化への 、大規模 の 生や

しい による 全・ 心に する不 の高まり、 の一 の進 、さら

には、地方創生 1の時代の 来 、本町を取り く 環境は大きく 化しています。 

このような のもと、今後のまちづくりの方向性とその実現に向けた取り組みを明

らかにし、すべての住民に かりやすい たなまちづくりの指 として、「第７次大月町

総合振興計画」 「本計画」という。 を策定します。 

 

  

「総合振興計画」は、まちづくりのすべての における行政経 の基本となる

位計画 であり、総合的かつ計画的な行政経 を進めていくための指 となります。 

本計画は、このような位 けを まえ、今後の本町のまちづくりの方向性を すとと

もに、次のような を持ちます。 

 

 地方創生の時代に さ しい、将来に たって活力と 力ある大月町をつくり、

持続していくため、様 な施策や 業を総合的かつ計画的に推進するための行政

経 の基本的な指 となるものです。 

目  

 今後のまちづくりの方向性や 要な取り組みを住民と行政が し、住民一人

とりが 体的に 画・協 するまちづくりの の目 となるものです。 

 

 国や県、周 自治体 の 域的な行政に して、本町のまちづくりの方向を す

とともに、計画実現に向けて 要な施策や 業を調 し、 させていく連携の

基礎となるものです。 

 

 
1 地方創生 人口減少の めや東京圏への人口集中の などにより、将来に たって活力と 力あ

る地方をつくり すこと。 
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本計画は、「基本 」、「基本計画」 「実施計画」をもって 成します。 

 

  

本町の総合的かつ計画的な行 政 を るための基本的な指 であって、本町

が目指すべき将来像とこれを実現するための基本目 を すものです。 

計画期間は、令和３年 から令和 12年 までの 10年間とします。 

 

  

基本 に基づき、その実現を るために推進すべき施策や目 指 を体 的

に すものです。 

計画期間は、 期 年間、後期 年間とし、 期基本計画は令和３年 を初年 に、

令和７年 を目 年 とします。 

 

  

基本計画に た施策に基づき、 体的な 業を すことにより、 的に実施す

る 業を明らかにするものです。 

計画期間は３年間として 策定し、 年 方 2により見 しを行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 方 長期的な計画を実施する で、計画と実 の を し、計画を 成して

目 の 成を る方 。 
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本計画は、基本計画に る各施策の目 指 について、 年 、PDCA 3に

よる を行うことにより、継続的な ・向 につな るとともに、 要に じて見

しを行います。 

また、実施計画については、 年 方 により各 当課による見 しを行い、

業の進 状況の を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 PDCA 業の 理を に進めるための 法の１つ。Plan Do Check Actionという 業

活 の「計画」「実行」「 」「 」 を す。 
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本町は、高 県の に位 し、県 高 から 140kmの にあります。 は

、東は 、 は 、 は 平 に し、東 に 15.8km、 に 15km、

総 102.94km2の さな町で、町の 78 を が めています。 

では、町の中 を国 321 が、 の いを県 357 が に して

います。東 には県 352 が町の中 から に向かって東 を いており、

には県 43 が町の中 から に向かって東 に っています。また、町内に

は がなく、 の くろしお までは 12kmの にあります。 

本町の中心 は町の中 で、町 や大月町国民 大月 、 の 大月

れあい ・大月 などが 地しています。また、周 域は、 と豊後 が つ

かる 域で、その豊かな 域で されている は 1,000種 にも 、世 的に

の として られています。 
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本町の人口の推 をみると、国勢調査では、平成 27年の総人口は 5,095人となってお

り、平成 12年 減少傾向にあります。 

年齢３ 人口をみると、年少人口 14 と生産年齢人口 15 64 が減

少傾向にある一方、 年人口 65 は 2,200人 で推 しています。 

平成 27年の高齢化 は 44.0 と、全国平 26.6 や高 県平 32.8 を大き

く る で高齢化が進んでいます。 様に、年少人口 も 8.8 と、全国平

12.6 や高 県平 11.6 を っていることから、本町においても少子高齢化、

特に高齢化が進んでいることが かります。 

世 は、平成 12年 減少傾向にあり、平成 27年には 2,369世 となっています。

また、 化や世 の 様化の進行により、一世 あたりの人 も 2.15人と減少して

います。 
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平成 27年の国勢調査における本町の 業者総 は 2,220人となっており、人口の 向

と 様に減少傾向にあります。 

産業 では、第１次産業の 業人口は減少傾向にあります。第２次産業の 業人口は減

少傾向にあり、平成 12年から平成 17年にかけて大きく減少し、平成 22年 300人

で推 しています。第３次産業の 業人口は、平成 17年を に減少に じています。 
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本計画の策定にあたり、住民が町の現状をどのように じ、これからどのようなまちづ

くりを考えているかなど、住民の 向を するため、令和 年 月に 調査を

実施しました。 

調査の 要は、次のとおりです。 

 

 い  

  

  

 2,000 18  

 739 37.0  

い 100 い あ  

 

  

大月町に を じている が 73.0 、 を じていない が 6.2 と、住

民のまちへの の高さが えます。 

を じている と えた人を年齢でみると、60 代 77.3 が も高く、

すべての世代で７ を えています。これに し、30 代では 61.7 と の世

代に べ、 がやや くなっています。 

 

 

 

 

 

  

今後も大月町に“住みたい が 69.4 、“住みたくない が 7.7 と、 と

様に、住民の定住 向の高さが えます。 

“住みたい と えた人を年齢でみると、 加齢とともに していく傾向にあ

り、特に 70 78.4 、60 代 71.0 で７ を えています。一方、30

代では 51.1 と の世代に べ、 くなっています。 
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特色ある 産 や 豊かな自然環境 、 地域や人のつながり に町の 力を

じている一方、 の や産業の活力不足 と い の の さ が指 され

ています。 

 

   

 い い あ   

 い  い い 

 あ  い 

 あ あ   

 い   

 

  

第 次総合振興計画における町の施策の 足 と重要 は、次のような とな

っています。 

 

 い  い  

   

 ご   

   

   

   

 

 い  
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の 足 と重要 の を まえ、今後、本町が 的に取り組むべき施策を
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・ ・ の 実 や 産業・観 の振興 に住民の関心が集まっていま

す。 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

13 

  
 

本町を取り く 経 環境は、様 な で大きく 化しています。 

本計画策定にあたり すべき時代の 流について、次のとおり 理しました。 

 

  

国の人口は平成 20年を 12,808 人 に減少 に っており、人口減少・少

子高齢化が加速化しています。特に高齢者の 世 の 加や 住地域の 大も

になっています。 

こうした状況 では、人口減少の とともに、人口減少を とした へ

の が められています。 

 

  

経 活 による環境 の 大 により自然環境が な れつつあり、住民との

協 による 、 全の取り組みや 環 の が められています。 

さらに、地 化 策として の地域 や 経 の 成が め

られている中、あらゆる で環境への を 減するためには、環境への が 業・

団体の取り組みとしても不可 になっています。 

 

  

全国各地で する地 や の大規模自然 に加え、

のまん もあり、 や 機 理に する が高まっています。 

また、子どもを き む や 、特 による も後を た 、 全で 心

して らせる づくりが められています。 

 

 ICT  

ICT の 的な進 により、 や における

性の向 に加え、人口減少時代における課題解決の としての が期 されて

います。 

その一方、 問題化する 、 、 人 の えい

などに する の 化が められています。 
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本町を取り く 経 環境は、様 な で大きく 化しています。 

本計画策定にあたり すべき時代の 流について、次のとおり 理しました。 
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団体の取り組みとしても不可 になっています。 

 

  

全国各地で する地 や の大規模自然 に加え、

のまん もあり、 や 機 理に する が高まっています。 

また、子どもを き む や 、特 による も後を た 、 全で 心

して らせる づくりが められています。 

 

 ICT  

ICT の 的な進 により、 や における

性の向 に加え、人口減少時代における課題解決の としての が期 されて

います。 

その一方、 問題化する 、 、 人 の えい
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の 様化により、様 な に するきめ かな が められて

います。 

また、 の持続的な には、 性や高齢者の活 が重要になるとともに、 き方の

様化や の の向 が められます。 

人 を 成し、 ・ ・ の実現や地域での 流を じて、協 ・

の 組みの が められています。 

 

  

人口減少と東京圏への一極集中に し、国は、平成 26 年 12 月に施行した「まち・

と・しごと創生法」に基づき、地方創生の推進に向けた 住・定住の 進や関係人口の創

・ 大 の総合的な取り組みを進めています。 

令和 年 12月に 決定された第２期の総合 では、 たな 点も り み、地方

創生の一 の 実と 化が られています。 

 

 目 SDGs  

「この の世 が今 に くなるために 2030年までに世 の人 が全 で協力して

解決したい目 」である持続可能な 目 SDGs は、「 一人取り さない」 の

実現を目指し、経 、 、環境を る な課題に総合的に取り組むことを してい

ます。 

国も SDGsの実施指 を決定し、 成に向けた地域での取り組みを 進しています。 
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本計画の策定にあたり、本町の現状と 向、住民 調査の 、時代の 流を まえ、

本町の 要な課題を次のとおり 理しました。 

 

  

・ ・ 体 の 実や 速に進む少子高齢 への 策が く められて

います。特に、住民 では、 体 に する住民の 足 や

体 に する住民の重要 が高くなっています。 

このため、これまで してきた ・ 環境や 極的に してきた子 て環境を

活かし、 ・ ・ 体 や総合的な子 て支援体 の一 の 実を り、すべての

住民が で 心して らすことができ、また、子どもを 心して生み てることができ

る環境を する 要があります。 

 

  

行政への取り組みが進められ、 に する人 の関心が一 高まる中、本町にお

いても、子どもの 環境の 実が く められています。 

また、住民一人 とりが生 に たり生きがいを持ち続け、地域活 への 加と連 が

できるよう、 もが自 的に 、活 できる生 環境の 成が 要となっています。 

このため、本町ならではの特色ある 行政を推進し、町の明 を う子どもたちや人

の 成に取り組んでいく 要があります。 

 

  

地方の産業・経 が 然として しい状況にある中、 業 などによる産業振興や

策が く められています。住民 では、 策や工業振興・ 業 、

商業振興 業振興の状況に する住民の 足 が くなっており、特に、 策は、

の高い 目としてあ られています。 

観 では、豊かな の恵みを活かした や を じて、 の

大月 れあい ・大月 や 施設では、町 からの 問 により大きな に

つながっています。 

このため、町の経 の活性化と の の創 に向け、豊かな自然資源を活かした

産業や観 業の一 の推進、また、１次産業 業の や工業の振興、さらには、

中心 地をはじめとする商業の振興を り、若者にも 力があり、活力のある産業基

を進めていく 要があります。 
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豊かな や らかな を に がる豊かな自然や 観は住民の りであり、

未来に すべき 産です。今に生きる たちには、この らしい自然環境、そして地

環境を次世代に引き継いでいく があります。特に、住民 では、自然環境や

観が れている点が町の 力としてあ られています。 

これまでも、ごみの 理や に 極的に取り組んできましたが、今後も豊

かな自然環境を 全していくとともに、地 化の につながる生活 の

を 進するなど、 環 まちづくりの 成・ に取り組んでいく 要があります。 

また、全国各地で大規模 が 生し、人 の 全・ 心に する が一 高まる中、

本町においても、消 ・ 体 の一 の 実が く められています。 

このため、自然 が少ないまちとしての特性を活かし、消 ・ ・ 体 の 実

を り、自然 や な などから住民を る 全・ 心なまちづくりに取り組んで

いく 要があります。 

 

  

住民 では、 の高い 目として、 の 状況があ られていること

から、町の 要施設や集 間の 向 を る ・ をはじめ、 に

機能が集 された中心 地 成や住 ・ 地基 など、 で な生活基 の

が 要です。 

このため、 なまちとしての特性を活かす 点に ち、計画的な 地 のも

と、 の や 機関の 実、住 の 、 化・ の推進など、

で な生活基 の を進めていく 要があります。 

 

  

地方創生の時代を迎え、自 可能な自治体経 が められている中、今後一 しさを

すことが される 政状況において、 様化する住民 に していくために

は、住民の 画を りながら、協 を基本に、町全体の自 力を 化していくことが 要

です。 

このため、行 政 を今後とも 極的に推進するとともに、活 な住民活 や

活 を一 進し、さらには、NPO の団体 成を り、活 を支援しながら、住

民と行政との協 体 の に め、住民と行政が に をかき、 恵を し合いながら、

協 のまちづくり・地域づくりに 極的に取り組んでいく 要があります。 

 

 


